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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

規　　　　　則

○京都府組織規程の一部を改正する規則 （人事課）    1

告　　　　　示

○保安林の皆伐面積の限度　 （森の保全推進課）    1

　規　　　　則　

　京都府組織規程の一部を改正する規則をここに公布す
る。

　　令和５年６月１日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第25号

京都府組織規程の一部を改正する規則

　京都府組織規程（昭和30年京都府規則第32号）の一部
を次のように改正する。
　目次中「第38条の13」を「第38条の12」に改める。
　第38条中「ワクチン接種対策室」を削る。
　第38条の２を削り、第38条の３を第38条の２とし、第
38条の４から第38条の10までを１条ずつ繰り上げる。
　第38条の11第６号中「（他課の主管に属するものを除
く。）」を削り、同条を第38条の10とし、第38条の12を第
38条の11とし、第38条の13を第38条の12とする。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　告　　　　示　

京都府告示第316号

　令和５年度における保安林の皆伐による立木の伐採につき、森林法（昭和26年法律第249号）第34条第１項の許可を
すべき皆伐面積の限度は、次のとおりである。

　令和５年６月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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１　水源かん養保安林、土砂流出防備保安林及び干害防備保安林

注　数値は、国有林及び民有林の合計値である。

２　保健保安林


